
駒ヶ根都市計画道路の変更及び伊那都市計画道路の変更に係る意見について 

 

１．手続きの流れ 〈都市計画の手続き〉          〈環境影響評価の手続き〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注)環境影響評価の手続きはこの他に、都市計画同意権者・免許等権者の意見聴取等がある。 

 

２． 縦覧期間 平成 30 年 3 月 12 日（月）～平成 30 年 4 月 12 日（木） 

 

３． 意見書提出期間 平成 30 年 3 月 12 日（月）～平成 30 年 4 月 26 日（木） 

 

４． 都計案及び準備書に関する説明会 

  (1) 平成 30 年 3 月 13 日（火）19:00～ 宮田村役場２階第４、５会議室 

(2) 平成 30 年 3 月 14 日（水）19:00～ 宮田村大久保地区高齢者支え合い拠点施設 

(3) 平成 30 年 3 月 15 日（木）19:00～ 駒ヶ根市町四区やまびこ荘 

(4) 平成 30 年 3 月 19 日（月）19:00～ 伊那市役所１階多目的ホール 

 

５． 意見書  全 155 名 

(1) 駒ヶ根市：1名 

・早期開通を求める意見 

(2) 宮田村：44 名 

・早期開通を求める意見 

・構造、取付道路接続位置の変更を求める意見 

(3) 伊那市：110 名 

・早期開通、速達機能等を求める意見 

・ルートの変更を求める意見 

・構造の変更等を求める意見 

資料２－２ 

都市計画決定者の見解 知事意見(環境) 

評価書 

市町村長の意見(環境) 

意見書概要と見解 

都市計画審議会 

都市計画決定 

告示・縦覧 公告・縦覧 

都市計画の案 環境影響評価準備書 

同時 

意見書の受理 意見書の受理 

縦覧（説明会） 縦覧（説明会） 

市町村意見の聴取 

意見書の提出 

(住民・利害関係者) 


